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区  分 件                  名 理          由 

第５３号議案 

発送遅延 
公平委員会の委員の選任について 

公平委員会の委員 森永
もりなが

正之
まさゆき

氏の任期が本年７月１８日をもって満了するた

め、その後任の委員を選任したいが、地方公務員法第９条の２第２項の規定

により議会の同意を得る必要がある。 

第５４号議案 

発送遅延 
農業委員会の委員の任命について 

農業委員会の委員の任期が本年７月１９日をもって満了するため、その後任

の委員を選任したいが、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定によ

り議会の同意を得る必要がある。 

第５５号議案 

発送遅延 

固定資産評価審査委員会の委員の選任につい

て 

固定資産評価審査委員会の委員 宮崎
みやざき

英
ひで

樹
き

氏の任期が本年９月２６日をもっ

て満了するため、その後任の委員を選任したいが、地方税法第４２３条第３

項の規定により議会の同意を得る必要がある。 

第５６号議案 令和８年度長崎市一般会計補正予算（第２号） 

第５７号議案 令和８年度長崎市一般会計補正予算（第３号） 

第５８号議案 令和８年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算（第１号） 

第５９号議案 令和８年度長崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

① 人 事   ３件  ④ その他  ９件 

② 予 算   ５件  ⑤ 報 告 １７件 

③ 条 例  １０件            

              合 計 ４４件 
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第６０号議案 令和８年度長崎市下水道事業会計補正予算（第１号） 

第６１号議案 

令和８年３月３１日以前に給与事由の生じた

扶助料及び遺族年金の年額の改定に関する条

例 

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正す

る法律附則第１４条の２第１項の年金たる給付等を定める政令の一部が改正

され、文官等の普通恩給及び扶助料の年額、最低保障の年額並びに寡婦加算

の額が引き上げられたことに伴い、本市においても同様の措置を講じたい。 

第６２号議案 
長崎市地域防災計画に定める大規模な工場そ

の他の施設の用途及び規模を定める条例 

水防法第１５条第１項第４号ハの規定に基づき、長崎市地域防災計画に大規

模な工場その他の施設の名称及び所在地を定める場合の当該施設の用途及び

規模を定めたい。 

第６３号議案 
長崎市附属機関に関する条例の一部を改正す

る条例 

１ 本市の水産振興計画に関する重要事項の調査審議が終了したことに伴

い、長崎市水産振興計画審議会を廃止したい。 

２ 本市の都市交通体系に関する重要事項を長崎市移動等円滑化推進協議会

等において調査審議するため、長崎市都市交通審議会を廃止したい。 

３ 本市の農業振興計画に関する重要事項の調査審議が終了したことに伴

い、長崎市農業振興計画審議会を廃止したい。 

４ 長崎まちづくりのグランドデザインの策定に関する重要事項の調査審議

が終了したことに伴い、長崎まちづくりのグランドデザイン検討委員会を

廃止したい。 

第６４号議案 

長崎市行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例 

１ インフルエンザ予防接種費助成事業の対象者を拡大することに伴い、イ

ンフルエンザの予防接種の実施に関する事務について、個人番号を利用す

る事務及び当該事務を処理するために利用できる特定個人情報の対象者を

見直したい。 

２ 第二種健康診断特例区域治療支援事業による医療費の支給に関する事務

について、個人番号を利用する事務及び当該事務を処理するために利用で

きる特定個人情報としたい。 

第６５号議案 
一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部を改正する条例 
国家公務員に準じて、本市の職員の災害応急作業等手当の額を改定したい。 
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第６６号議案 長崎市税条例の一部を改正する条例 

地方税法の一部が改正され、次に掲げる措置が講じられたこと等に伴い、本

市においても同様の措置を講じたいのと、再生可能エネルギー発電設備等に

係る固定資産税の課税標準の特例措置が講じられたことに伴い、当該課税標

準の特例割合を定めたいのと、関係条文の整理をする必要がある。 

１ 固定資産税の免税点の見直し 

２ 個人の市民税に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長 

３ 個人の市民税に係る医療費控除の特例の適用期限の見直し 

第６７号議案 長崎市立中学校条例の一部を改正する条例 

生徒数の減少、校舎の老朽化等を総合的に勘案し、桜馬場中学校及び片淵中

学校を統合するのに伴い、両校を廃止したいのと、新たに設置する中学校の

名称及び位置を定めたい。 

第６８号議案 
長崎市ふれあいセンター条例及び長崎市公民

館条例の一部を改正する条例 

長崎市黒崎地区公民館を市民がより使いやすく、集いやすい地域コミュニテ

ィの拠点施設とするため、当該公民館を廃止し、長崎市黒崎地区ふれあいセ

ンターを設置したい。 

第６９号議案 
長崎市福祉医療費支給条例の一部を改正する

条例 

１ ０歳児に係る医療費の負担を軽減し、子どもを産み育てたい市民を後押

しするため、０歳児の医療費の自己負担額を無料としたい。 

２ 福祉医療制度におけるオンライン資格確認の導入に伴い、受給資格の確

認に係る規定を整備したい。 

３ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部

が改正され、居住地特例の対象施設が見直されたことに伴い、関係条文の

整理をする必要がある。 

４ その他所要の整備をしたい。 

第７０号議案 長崎市印鑑条例の一部を改正する条例 

１ 特定在留カード又は特定特別永住者証明書の交付を受けた印鑑登録者に

よる印鑑登録証明書の交付申請における印鑑登録証の添付を省略できるこ

ととしたいのと、同印鑑登録者に対し、民間事業者が設置する多機能端末

機により同証明書を交付できることとしたい。 

２ 漢字圏の外国人住民に係る印鑑の登録に関する制限を緩和したい。 

３ その他所要の整備をしたい。 

第７１号議案 
地方独立行政法人長崎市立病院機構第４期中

期計画の変更の認可について 

長崎みなとメディカルセンターにおいて個室使用料を改定すること等に伴う

地方独立行政法人長崎市立病院機構第４期中期計画の変更を認可したいが、

この中期計画の変更を認可するに当たっては、地方独立行政法人法第８３条

第３項の規定により議会の議決を経る必要がある。 
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第７２号議案 
工事の請負契約の締結について（公共施設等Ｌ

ＥＤ化事業⑴） 

公共施設等ＬＥＤ化事業⑴の請負については、予定価格が１億５，０００万

円以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定により議会の議決を要する。 

第７３号議案 
工事の請負契約の締結について（公共施設等Ｌ

ＥＤ化事業⑵） 

公共施設等ＬＥＤ化事業⑵の請負については、予定価格が１億５，０００万

円以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定により議会の議決を要する。 

第７４号議案 
工事の請負契約の一部変更について（公用車駐

車場等建設ほか工事） 

公用車駐車場等建設ほか工事の請負契約については、労務単価等が著しく上

昇したこと及び工事の支障となる埋設物を撤去する必要が生じたことに伴

い、契約の金額を変更する必要がある。 

第７５号議案 
公有水面埋立てに関する意見について（松が枝

町） 

公有水面埋立法第３条第１項の規定により公有水面の埋立てに関して長崎県

知事から意見を求められたので、意見を述べたいが、同条第４項の規定によ

り議会の議決を経る必要がある。 

第７６号議案 
公有水面埋立てに関する意見について（松が枝

町、小曽根町及び浪の平町） 

公有水面埋立法第３条第１項の規定により公有水面の埋立てに関して長崎県

知事から意見を求められたので、意見を述べたいが、同条第４項の規定によ

り議会の議決を経る必要がある。 

第７７号議案 
財産の取得について（消防ポンプ自動車（水槽

付）） 

災害現場における消火活動を効果的に行うため、消防ポンプ自動車（水槽付）

を購入したいが、この財産の購入については、その予定価格が２，０００万

円以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定により議会の議決を要する。 

第７８号議案 
財産の取得について（学習者用タッチパネル式

ノート型パソコン） 

ＧＩＧＡスクール構想に則する小学校のＩＣＴ環境を維持するため、学習者

用タッチパネル式ノート型パソコンを購入したいが、この財産の購入につい

ては、その予定価格が２，０００万円以上であるため、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決

を要する。 

第７９号議案 
（仮称）長崎市三重学校給食センター整備運営

事業に係る契約の一部変更について 

（仮称）長崎市三重学校給食センター整備運営事業に係る契約については、

当該事業における給食の対象校を入れ替えることに伴い、契約の金額を変更

する必要がある。 

第７号報告 令和７年度長崎市一般会計継続費繰越計算書 

第８号報告 令和７年度長崎市一般会計繰越明許費繰越計算書 
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第９号報告 令和７年度長崎市土地取得特別会計繰越明許費繰越計算書 

第１０号報告 令和７年度長崎市介護保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書 

第１１号報告 令和７年度長崎市水道事業会計継続費繰越計算書 

第１２号報告 令和７年度長崎市水道事業会計予算繰越計算書 

第１３号報告 令和７年度長崎市下水道事業会計継続費繰越計算書 

第１４号報告 令和７年度長崎市下水道事業会計予算繰越計算書 

第１５号報告 専決処分について（長崎市税条例及び長崎市都市計画税条例の一部を改正する条例） 

第１６号報告 
専決処分について（長崎市特定業務施設の移転又は拡充を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正す

る条例） 

第１７号報告 専決処分について（長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

第１８号報告 専決処分の報告について（法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定及び和解について（４件）） 

第１９号報告 専決処分の報告について（訴訟物の価額が３００万円以下の訴えの提起について（１件）） 

第２０号報告 
専決処分の報告について（市営住宅の明渡しに係る訴えの提起及び訴訟物の価額が３００万円以下の訴えの提起について（１

件）） 

第２１号報告 専決処分の報告について（市営住宅の家賃の支払いに係る和解及び目的物の価額が３００万円以下の和解について（８件）） 
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第２２号報告 専決処分の報告について（工事の請負契約の契約の金額の変更について（３件）） 

第２３号報告 専決処分の報告について（母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還未済額の全部の償還の免除について（５件）） 
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％ ％ ％ ％

227,310,548      60.2 62,702             227,373,250      60.2 ▲0.1 241,473,151 ▲5.8 

596,243           0.2 1,591               597,834           0.2 0.3 335,267 78.3 

48,663,097       12.9 -                    48,663,097       12.9 - 50,212,623 ▲3.1 

1,354,069         0.4 -                    1,354,069         0.4 - 1,592,618 ▲15.0 

312,991           0.1 -                    312,991           0.1 - 254,791 22.8 

193,467           0.1 -                    193,467           0.1 - 127,380 51.9 

46,757             0.0 -                    46,757             0.0 - 47,182 ▲0.9 

61,019             0.0 -                    61,019             0.0 - 54,255 12.5 

50,521,400       13.4 -                    50,521,400       13.4 - 50,024,783 1.0 

457,273           0.1 -                    457,273           0.1 - 412,997 10.7 

8,584,371         2.3 -                    8,584,371         2.3 - 7,565,427 13.5 

2,749,543         0.7 -                    2,749,543         0.7 - 861,110 219.3 

113,540,230      30.1 1,591               113,541,821      30.1 0.0 111,488,433 1.8 

14,764,694       3.9 -                    14,764,694       3.9 - 15,327,193 ▲3.7 

21,717,153       5.8 -                    21,717,153       5.8 - 22,106,645 ▲1.8 

36,481,847       9.7 -                    36,481,847       9.7 - 37,433,838 ▲2.5 

377,332,625      100.0 64,293             377,396,918      100.0 ▲0.0 390,395,422 ▲3.3 

令和8年度各会計別予算額調（令和8年6月議会）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

会　　　　計　　　　別
現　計　予　算　額

補　正　額
合　　　　　　計

対当初
伸　率

【参考】
令和7年度
同期予算額

（6月1号補正後）

対前年度
同期伸率

金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

一 般 会 計

観 光 施 設 事 業

国 民 健 康 保 険 事 業

特

別

会

計

土 地 取 得

中 央 卸 売 市 場 事 業

駐 車 場 事 業

財 産 区

母 子 父 子 寡 婦 福 祉
資 金 貸 付 事 業

介 護 保 険 事 業

診 療 所 事 業

合　　　　　　　　　　計

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

長 崎 市 立 病 院 機 構
病 院 事 業 債 管 理

小　　　　　計

公 営

企 業

会 計

水 道 事 業

下 水 道 事 業

小　　　　　計
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令和 8年度 6月補正予算について 

 

■会計別補正予算の内訳 

  （単位：千円） 

区  分 一般会計 特別会計 企業会計 計 

１ 施策の推進に係るもの 62,702 19,800 - 82,502 

２ その他 - ▲18,209 - ▲18,209 

合 計 62,702 1,591 - 64,293 

 

 

■一般会計補正予算の内容  
 

１ 施策の推進に係るもの                                【62,702 千円】 

・水族館管理運営費（長崎ペンギン水族館運営費）、長崎ペンギン水族館施設整備事業費（長崎ペンギン水族館施設整備）、新東工場建

設事業費（ごみ焼却施設建設） 

 

■特別会計補正予算の内容 

観光施設事業特別会計において、「ロープウェイ事業管理費（ロープウェイ事業運営費）」など、補正予算を計上。 
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Ⅰ 一般会計予算 62,702 千円

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

56,155

1 水族館管理運営費                4,155 水産農林政策課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

4,155 -        -        -        -          4,155     

2 【単独】長崎ペンギン水族館施設整備事業費              52,000

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

52,000 -        -        46,800   -          5,200     

6,547

3 【補助】新東工場建設事業費                6,547 環境整備課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

6,547 491      -        1,300    -          4,756     

令和8年度補正予算歳出事業別内訳（令和8年6月議会）

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課
内容

 2 款　　総　務　費

長崎ペンギン水族館運営費

長崎ペンギン水族館の亜南極ペンギン室の室温を8℃程度に維持する
空冷式ブラインチラー2基のうち1基が故障により稼働停止となっ
た。一旦、応急的に復旧したが、再度停止の恐れがあることから、
機器の故障リスクを回避するための対策を行うもの。

　　・現計予算額　139,482千円

 4 款　　衛　生　費

ごみ焼却施設建設

インフレスライド条項の適用及び中東情勢の変化による新東工場の
試運転時に必要となるA重油の単価上昇に伴い、工事費を増額するも
の。

　　・現計予算額　2,811,600千円

長崎ペンギン水族館施設整備

長崎ペンギン水族館の亜南極ペンギン室の室温を8℃程度に維持する
空冷式ブラインチラー2基の更新工事を行うもの。

　　・現計予算額　36,400千円
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Ⅱ 特別会計予算 1,591 千円

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

1 観光施設事業特別会計                1,591 観光政策課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

19,800 -        -        -        19,800     -         

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

▲ 9,105 -        -        -        ▲ 9,105 -         

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

▲ 9,104 -        -        -        ▲ 9,104 -         

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課
内容

長崎ロープウェイのインバータユニットの交換修繕を行うことか
ら、歳出増加に伴う財源調整として、剰余金相当分の基金積立金を
減額するもの。
　
　　・現計予算額　9,661千円

(3)
繰出金
　一般会計繰出金

長崎ロープウェイのインバータユニットの交換修繕を行うことか
ら、歳出増加に伴う財源調整として、剰余金相当分の一般会計繰出
金を減額するもの。
　
　　・現計予算額　9,660千円

(1)
ロープウェイ事業管理費
　ロープウェイ事業運営費

長崎ロープウェイのゴンドラを動かすためのインバータユニットが
落雷により故障したため、予備回路を使っての仮復旧を行った。現
時点でロープウェイの安全な運行に支障はないが、今後、再度の落
雷等があった場合に、安全な運行に支障が出る可能性があることか
ら、インバータユニットの交換修繕を行うもの。

　　・現計予算額　16,335千円

(2)
基金積立金
　観光施設整備基金
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％ ％ ％ ％

227,373,250      60.2 116,919           227,490,169      60.2 ▲0.0 241,473,151 ▲5.8 

597,834           0.2 -                    597,834           0.2 0.3 335,267 78.3 

48,663,097       12.9 -                    48,663,097       12.9 - 50,212,623 ▲3.1 

1,354,069         0.4 -                    1,354,069         0.4 - 1,592,618 ▲15.0 

312,991           0.1 -                    312,991           0.1 - 254,791 22.8 

193,467           0.1 -                    193,467           0.1 - 127,380 51.9 

46,757             0.0 -                    46,757             0.0 - 47,182 ▲0.9 

61,019             0.0 682                 61,701             0.0 1.1 54,255 13.7 

50,521,400       13.4 -                    50,521,400       13.4 - 50,024,783 1.0 

457,273           0.1 -                    457,273           0.1 - 412,997 10.7 

8,584,371         2.3 -                    8,584,371         2.3 - 7,565,427 13.5 

2,749,543         0.7 -                    2,749,543         0.7 - 861,110 219.3 

113,541,821      30.1 682                 113,542,503      30.1 0.0 111,488,433 1.8 

14,764,694       3.9 -                    14,764,694       3.9 - 15,327,193 ▲3.7 

21,717,153       5.8 198,000           21,915,153       5.8 0.9 22,106,645 ▲0.9 

36,481,847       9.7 198,000           36,679,847       9.7 0.5 37,433,838 ▲2.0 

377,396,918      100.0 315,601           377,712,519      100.0 0.0 390,395,422 ▲3.2 

令和8年度各会計別予算額調（令和8年6月議会）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

会　　　　計　　　　別
現　計　予　算　額

補　正　額
合　　　　　　計

対当初
伸　率

【参考】
令和7年度
同期予算額

（6月1号補正後）

対前年度
同期伸率

金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

一 般 会 計

観 光 施 設 事 業

国 民 健 康 保 険 事 業

特

別

会

計

土 地 取 得

中 央 卸 売 市 場 事 業

駐 車 場 事 業

財 産 区

母 子 父 子 寡 婦 福 祉
資 金 貸 付 事 業

介 護 保 険 事 業

診 療 所 事 業

合　　　　　　　　　　計

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

長 崎 市 立 病 院 機 構
病 院 事 業 債 管 理

小　　　　　計

公 営

企 業

会 計

水 道 事 業

下 水 道 事 業

小　　　　　計
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令和 8年度 6月補正予算について 

 

■会計別補正予算の内訳 

  （単位：千円） 

区  分 一般会計 特別会計 企業会計 計 

１ 内示に係るもの 29,568 - - 29,568 

２ 施策の推進に係るもの 70,874 682 - 71,556 

３ その他 16,477 - 198,000 214,477 

合 計 116,919 682 198,000 315,601 

※特別会計は「母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計」。企業会計は「下水道事業会計」。 
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■一般会計補正予算の内容  
 

１ 内示に係るもの                                     【29,568 千円】 

・市民活動推進費（コミュニティ助成事業費補助金）、災害対策費（自主防災組織活動費補助金）、教育諸費（中学校部活動地域展開・地域連携費）、小学

校管理費（教育ＩＣＴ推進費）、中学校管理費（教育ＩＣＴ推進費）、高等学校管理費（教育ＩＣＴ推進費） 

 

２ 施策の推進に係るもの                                            【70,874 千円】 

   ・議会活動費（活動諸費）、子育て支援推進費（こども医療対策費）、中小企業対策費（ものづくり支援費）、公園等維持管理費（管理運営費）、公園施設

整備事業費（公園施設長寿命化）、公民館施設整備事業費（長崎のもざき恐竜パーク（野母崎文化センター）） 

 

３ その他                                                   【16,477 千円】 

   ・恩給及び退職年金費（恩給、年金）、元金（元金）、公債諸費（公債諸費） 

  

■特別会計補正予算の内容 
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計において、「母子父子寡婦福祉資金貸付事業費（寡婦福祉資金貸付金）」など、

補正予算を計上。 

 

■企業会計補正予算の内容 
下水道事業会計において、「単独公共下水道建設事業費」など、補正予算を計上。 
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Ⅰ 一般会計予算 116,919 千円

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

4,311

1 議会活動費                4,311 議会事務局総務課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

4,311 -        -        -        -          4,311

2,127

2 市民活動推進費                2,100 自治振興課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

2,100 -        -        -        2,100      -         

令和8年度補正予算歳出事業別内訳（令和8年6月議会）

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課
内容

コミュニティ助成事業費補助金

一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金を活
用し、自治会の活動に必要な備品の整備に係る経費を補助するも
の。

　実施団体：西海地区自治会

 2 款　　総　務　費

 １ 款　　議　会　費

活動諸費

核兵器禁止条約の発効後、初めて開催される再検討会議（アメリ
カ・ニューヨーク市）に、被爆地長崎の市議会を代表して議長が出
席することに伴い増額するもの。

　　・現計予算額　77,781千円
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国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

3 恩給及び退職年金費                    27 人事課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

15 -        -        -        -          15        

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

12 -        -        -        -          12        

2,645

4 子育て支援推進費                2,645 こども政策課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

2,645 -        -        -        -          2,645     

担 当 課
内容

こども医療対策費

0歳児の医療費自己負担額の無償化について、実施時期を前倒し
（R9.1⇒R8.12）することに伴い、予算を増額するもの。

　　・現計予算額　1,307,329千円

(1)恩給

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

令和8年4月1日から恩給年額が改定されたことに伴い、旧長崎市給与
金条例に基づく扶助料を増額するもの。

　　・現計予算額　830千円

(2)年金

令和8年4月1日から恩給年額が改定されたことに伴い、長崎市職員退
職年金条例に基づく遺族年金を増額するもの。

　　・現計予算額　830千円

 3 款　　民　生　費
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国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

520

5 中小企業対策費                  520 新産業推進課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

520 -        -        -        -          520       

60,098

6 公園等維持管理費              12,398 土木総務課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

12,398 -        -        -        -          12,398    

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円) 内容

管理運営費

 8 款　　土　木　費

長崎稲佐山スロープカーを令和8年4月から運休していることから、
長崎ロープウェイ定期点検期間及び多客時期における代替措置とし
て、中腹駐車場から山頂展望台までの無料シャトルバスを運行する
もの。
　●ゴールデンウィーク期間分　5,202千円
　　※ゴールデンウィーク対策に係る経費については、早急な対応
　　　が必要であったことから、既定予算から流用を行い執行済
　　　み。

　●長崎ロープウェイ定期点検期間・多客時期分　7,196千円

　　・現計予算額　421,166千円

 7 款　　商　工　費

ものづくり支援費

造船業における設計人材の確保を目的として、長崎県・３市（長崎
市、佐世保市、西海市）・企業が連携し、大学生を対象とした県内
造船所ツアー（年2回）を実施する事業費の一部を負担するもの。

　　・現計予算額　7,938千円

担 当 課
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国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

7              47,700 土木建設課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

47,700 -        -        35,700   -          12,000    

400

8 災害対策費                  400 防災危機管理室

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

400 -        -        -        400        -         

30,368

9 教育諸費              23,070 地域クラブ活動推進室

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

23,070 2,984    11,400   -        -          8,686     

 9款　　消　防　費

自主防災組織活動費補助金

一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金を活
用し、自主防災組織の活動に必要な備品の整備に係る経費を補助す
るもの。

　実施団体：滑石団地A地区自治会
　　　　　　（大宮川砂防ダム防災対策委員会自主防災組織）

国の「地方スポーツ振興費補助金」及び「地方文化芸術振興費補助
金」を活用し、地域クラブに対し、クラブの休日の活動に係る費用
を補助するとともに、経済的理由により地域クラブ活動に係る費用
の負担が困難な世帯に対し、活動に必要な費用を補助するもの。

　　・現計予算額　20,771千円

中学校部活動地域展開・地域連携費

 10 款　　教　育　費

担 当 課

【単独】公園施設整備事業費

内容
事　　業　　名

補　正　額
　　(千円)

公園施設長寿命化

現在運休している長崎稲佐山スロープカーについて、不具合が生じ
ている電気系統の部品更新工事を行うもの。
※早期に運行を再開するため、既定予算から流用を行い執行済み。

　　・現計予算額　29,000千円
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国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

10 小学校管理費                  611 教育研究所

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

611 -        -        -        611        -         

11 中学校管理費                  387

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

387 -        -        -        387        -         

12 高等学校管理費                3,000

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

3,000 3,000    -        -        -          -         

13 【単独】公民館施設整備事業費                3,300 生涯学習企画課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

3,300 -        -        3,300    -          -         

教育ＩＣＴ推進費

国の「令和8年度生成AIパイロット校事業」に採択されたことから、
研究指定校（戸町小学校）において生成AIの利活用について研究す
るもの。

　　・現計予算額　1,295,315千円

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円) 内容

教育ＩＣＴ推進費

国の「令和8年度生成AIパイロット校事業」に採択されたことから、
研究指定校（戸町中学校）において生成AIの利活用について研究す
るもの。

　　・現計予算額　107,571千円

教育ＩＣＴ推進費

国の「高等学校等デジタル人材育成支援事業費補助金」を活用し
て、長崎商業高等学校において情報の各分野に関わる将来の人材を
育成するもの。

　　・現計予算額　42,669千円

野母崎文化センターホールの空調設備の更新を行うもの。

長崎のもざき恐竜パーク
（野母崎文化センター）

担 当 課
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国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

16,450

14 元金 16,400 財政課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

16,400 -        -        -        -          16,400    

15 公債諸費 50

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

50 -        -        -        -          50        

令和7年度に借入を行った市債について、借入超過が判明したため、
繰上償還を行うもの。
　対象案件　都市構造再編事業費（長崎駅東通り線）

　　・現計予算額　23,460,109千円

 12 款　　公　債　費

元金

令和7年度に借入を行った市債について、借入超過が判明したため、
繰上償還に伴う補償金を支出するもの。

公債諸費

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課
内容
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Ⅱ 特別会計予算 682 千円

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計                  682 こども政策課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

682 -        -        -        682        -         

Ⅲ 企業会計 198,000 千円

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

1 下水道事業会計            198,000 上下水道局

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 経理課

170,000 -        -        161,500  8,500      -         

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

28,000 -        -        - 28,000     -         

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円) 内容

マンホール更生工事における事前調査の際、汚水管が損傷している
可能性が高いことを確認した。これに伴い、損傷した汚水管への流
入を減らすため、緊急に仮設ポンプを設置し汚水の流入を切替える
応急修繕を行うため、増額補正するもの。

　・現計予算額　439,947千円

管渠費(2)

マンホール更生工事における事前調査の際、汚水管が損傷している
可能性が高いことを確認した。これに伴い、緊急に損傷した汚水管
の布設替工事を行うため、増額補正するもの。

　・現計予算額　3,518,775千円

公共下水道建設事業(1)

担 当 課

担 当 課

貸付金が当初の見込みを上回ることから、不足額を増額するもの。

　　・現計予算額　924千円

(1)
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費
　寡婦福祉資金貸付金

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円) 内容
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